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令和５年度大野市社会福祉協議会事業計画 

Ⅰ 基本方針  

 新型コロナウイルス感染症の拡大から３年余りが経過し、その間、高齢者等の孤立や８０５０問題、

減収や失業による生活困窮等、福祉課題の深刻化をさらに浮き彫りすることになりましたが、人と人

とのつながりは途切れることなく、逆にその大切さを改めて教えてくれることになりました。 

このような今、互いに支え合い助け合う地域共生社会の実現が、より一層求められており、本協議

会では引き続き関係団体及び行政等との連携を強化し、市民が住み慣れた地域で安心して暮らすこと

ができる福祉のまちづくりに取り組んでまいります。 

 また、本年度は、本協議会の活動指針となる第五次地域福祉活動計画（５ヵ年計画）」の中間年に

あたることから、その実施状況について中間評価と検証を実施し、更なる地域福祉の推進に資するこ

ととします。 

地域福祉事業については、児童と地域住民が共に取り組む「（※）福祉共育」の推進、昨年度実施

したボランティアニーズ調査の結果を反映したボランティアマッチング機能の強化、身近な地域での

支え合い・助け合い活動を更に推進するほか、新型コロナの影響による福祉資金特例貸付借受人に対

して、現状の把握に努めながら関係機関と連携し、継続した支援を進めてまいります。 

  介護保険事業等においては、近年、厳しい経営状況が続いています。今後も、新型コロナウイルス

感染症の予防対策を講じながら、効果的、効率的な事業運営に努め、市民から信頼される良質なサー

ビスを提供いたします。また、各事業所において BCP（事業継続計画）を策定し、大規模な自然災害

や感染症蔓延時においても利用者の生命と安全な暮らしを守り、迅速な事業再開により介護サービス

等の提供ができるよう体制を整えてまいります。 

（※）「福祉共育」とは、福祉教育に関わる大人も子どもも共に育ち合うこと、「地域共生社会」の実現に向けて「共 

に生きる力を育む」ことを指す造語です。 

   

Ⅱ 重点目標       

１ 「福祉共育」の推進とボランティアマッチング機能の強化 

 〇 児童と地域住民が共に行う地域貢献活動を通して、世代を問わず「共に生きる力」の醸成につ 

ながる「福祉共育」を推進します。 

 〇 ボランティアニーズ調査結果を反映し、ボランティアマッチング機能を充実します。 

 

２ 地域で支え合い・助け合い活動の推進  

  〇 生活支援コーディネーターが圏域で共通している課題の把握や分析を行い、地域住民を主体と 

       した視点に立ちながら、生活支援、介護予防につながる取り組みの充実が図られるよう、更な 

    る地域での支え合い・助け合い活動の推進に努めます。 

  

３ 特例貸付借受人の生活再建に向けた相談支援体制の充実     

〇 新型コロナの影響により福祉資金特例貸付で支援した借受人へのフォローアップのため、新た 

に「新型コロナ特例貸付借受人生活支援事業」を福井県社協から受託し、訪問等のアウトリー

チ等により生活再建に向けた支援に努めます。 

    

４ 介護保険事業等の安心安全な介護サービスの提供及び経営改善と安定化 

  ○ 介護保険事業等の実施にあたっては、引き続き感染症対策を徹底し、安心安全な介護サービス 

を提供いたします。また、新型コロナの影響により厳しい経営状況が続く中、採算性の確保に努 

力し、地域福祉事業の財源づくりに努めます。 
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Ⅲ 拠点区分ごとの取り組みの基本方針  

 

１ 法人運営事業  

    地域福祉の推進を使命とする社協として組織と経営基盤の強化を図るとともに、提供する福

祉サービスの向上と事業運営の透明性を図ります。 

① 事務局運営事業････････････････････････（ 大野市補助事業 ） 

 

 

２ 地域福祉推進事業  

（１）福祉の人づくり・福祉のまちづくりを推進する事業  

    第五次大野市社会福祉協議会地域福祉活動計画（令和３年度～令和７年度）に基づき、誰も

が住み慣れた地域で安心して自立した生活を送ることができるよう、地域のみんながともに支

え合い・助け合いながら暮らしやすい福祉のまちづくりを進めます。 

    ② 地域福祉活動推進事業･･････････････････（ 大野市補助事業 ）   

    ③ 地域福祉イベント事業･･････････････････（    〃    ） 

    ④ つながりの輪づくり事業････････････････（ 福井県社協補助事業 ） 

新⑤ 「福祉共育」推進事業･･････････････････（    〃    ） 

  

（２）高齢者及びその家族等を支援する事業  

     高齢者が安心して在宅生活を送ることができるよう各事業を実施し、孤立感の解消や介護予 

防を図り、生きがい活動につなげます。 

⑥ 生活支援体制整備事業（第１層）････････（ 大野市受託事業 ） 

⑦ 生活支援体制整備事業（第２層）････････（    〃    ） 

 ⑧ 生活支援体制整備事業（第２層乾側）････（    〃    ） 

 ⑨ 生活支援体制整備事業（第２層大野）････（    〃    ） 

      ⑩ 生活支援体制整備事業（第２層下庄）････（    〃    ） 

新⑪ 地域生活支援 在宅高齢者等配食サービス事業（ 大野市補助事業 ） 

    ⑫ ひとり暮らし高齢者のつどい事業････････（    〃    ） 

    ⑬ 在宅介護支援センター事業･･････････････（ 大野市受託事業 ） 

    ⑭ 家族介護教室事業･･････････････････････（    〃    ） 

    ⑮ 高齢者ふれあいサロン事業･･････････････（    〃    ） 

    ⑯ お出かけほっとサロン事業･･････････････（    〃    ） 

⑰ 高齢者巡回ホームヘルパー派遣事業･･････（    〃    ） 

 

（３）ボランティア活動を推進する事業 

     ボランティア活動を支援するとともにボランティアセンターを核として、活動のきっかけ 

づくりや人材育成などを進めます。 

 また、災害ボランティアセンター連絡協議会による平常時の連携と協力を図り、災害に備 

えます。 
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⑱ ボランティア活動推進事業･･･････････（ 大野市補助事業 ） 

    ⑲ 災害ボランティア活動推進事業･･･････（ 大野市受託事業 ） 

 

（４）障がい者及びその家族等を支援する事業 

障がい者及びその家族等が住み慣れた地域で安心して生活を送ることができるよう、地域 

での自立支援に取り組みます。 

⑳ 障害者社会参加支援事業･･････････････（ 大野市受託事業 ） 

    ㉑ 障害者相談支援事業･･････････････････（    〃    ） 

 

  （５）生活支援等に関する事業 

要支援者等が住み慣れた地域で安心して生活を送ることができるよう、相談や支援活動、 

情報提供、福祉資金貸付等を行い、地域での生活支援と権利擁護に取り組みます。 

    ㉒ 日常生活自立支援事業････････････････（ 福井県社協受託事業 ） 

 ㉓ 法人後見事業････････････････････････（ 自主事業 ） 

     ㉔ 成年後見制度利用促進体制整備事業････（ 大野市受託事業 ） 

     ㉕ 福祉資金貸付事業････････････････････（ 福井県社協受託事業、一部自主事業 ） 

     新㉖ 新型コロナ特例貸付借受人生活支援事業（ 福井県社協受託事業 ） 

 

   （６）共同募金配分金を活用する事業  

大野市共同募金委員会へ協力し、赤い羽根の共同募金と歳末たすけあい募金運動を拡充する 

とともに、地域福祉推進事業などに配分される資金を各事業において有効に活用します。 

㉗ 共同募金配分金事業･･････････････････（ 自主事業 ） 

 

 

３ 在宅福祉サービス事業  

    利用者本位のサービス提供を基本理念に置いて、高齢者及び障がい者の心身の状態や環境 

に応じて、意向や要望等を反映した良質なサービスを総合的かつ一体的に提供できるよう事 

業を展開します。 

 ㉘ 障害者計画相談事業･･････････････････（ 自主事業 ） 

㉙ 障害者居宅介護サービス事業･･････････（   〃    ） 

     ㉚ 放課後等デイサービス事業････････････（   〃   ） 

 ㉛ 居宅介護支援事業････････････････････（   〃    ） 

 ㉜ 訪問介護事業････････････････････････（   〃    ） 

㉝ 和泉通所介護事業････････････････････（   〃    ）   

     ㉞ 天神通所介護事業････････････････････（   〃    ）           
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Ⅳ 各事業の具体的な取り組み  

事 業 名 １ 事務局運営事業  

事業形態 大野市補助事業 

事 業 費  【予算８０，１８６千円】 大野市補助金（27％）、自主財源（72％）、大野市受託金（0.4％）、その他（0.4％） 

事業目的 
適切な法人運営や事業経営を行うとともに、総合的な企画や各部門間の調整など社協全体

の管理業務を行う。 

事業内容 

(1) 法人経営の組織体制の充実強化 

  ①役員等による会議等の開催 

・理事会の開催（年４～５回） 

・評議員会の開催（年２～３回） 

・監事会（監査）の開催（年１回） 

・正副会長会議の開催（月１回） 

・総務部会・事業部会の開催（年１～２回） 

・役職員研修会の開催（年１回） 

②職員による会議の開催 

・企画調整会議の開催（月１回） 

・おおの社協だより構成会議の開催（年４回） 

  ③その他の会議の開催 

・評議員選任委員会の開催（年１～２回） 

・福祉サービス等に関する苦情解決第三者委員会の開催（年２回） 

(2) 第五次地域福祉活動計画の中間評価及び検証 

(3) 財政基盤の強化 

  ①一般会費、賛助会費の会費納入の促進 

  ②赤い羽根共同募金、歳末助け合い募金運営の協力 

(4) 人材の育成 

 ①職員研修（外部研修への参加、内部研修の実施）の充実 

事 業 名 ２ 地域福祉活動推進事業  

事業形態 大野市補助事業 

事 業 費 【予算３，０６０千円】 大野市補助金（４０％）、自主財源（６０％）  

事業目的 
地区社協及び福祉委員の地域福祉活動を支援し、小地域における地域福祉の推進体制の充

実と自主活動の促進を図るとともに大野市全体の地域福祉力を高める。 

事業内容 

(1) 地区社協活動支援 

各地区社協で取り組む事業や活動に対して、必要に応じて協力や連携、情報提供を行

い、市内の地域福祉活動推進の調整を行う。 

①地区社協会長・福祉委員会長合同会議の開催（年１回）  

②地区社協活動事業費補助 

③各地区座談会（８地区）の開催 

④市社協と各地区社協の連携・活動支援 

(2) 福祉委員活動支援 

   身近な地域における住民の生活・福祉課題を見守り活動や声かけ・相談対応しながら 

早期発見すること等を目的に設置された福祉委員（２１６人）活動を支援する。 

①福祉委員会長会議の開催（年１回） 

②福祉委員会活動事業費補助 
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③福祉委員を対象とした研修会の開催（年１回） 

④市社協と各地区福祉委員会の連携・活動支援 

(3) 小地域支え合い支援事業の実施（２０か所予定） 

福祉委員を核として地域の関係者（区長、民生委員児童委員等）が連携、協働して、 

地域の生活・福祉課題をみんなで考え、解決できるよう支援する。 

事 業 名 ３ 地域福祉イベント事業  

事業形態 大野市補助事業 

事 業 費 【予算２，９４０千円】 大野市補助金（５８％）、自主財源（４２％）  

事業目的 

福祉ふれあいまつりや社会福祉大会を通して、子どもから高齢者まで、そして障がい者の

全ての人々が、ふれあい・交流することによりお互いの立場の理解を図り、市民の福祉意識

の高まりと、ふれあいの輪の拡大を図る。 

事業内容 

(1) 第３５回福祉ふれあいまつりの開催 

   期日：令和５年６月３日（土）予定 

   会場：結とぴあ 

   内容：ステージイベント、世代間交流、チャリティーバザー等   

(2) 大野市社会福祉大会の開催 

   期日：令和５年９月２３日（土）予定 

   会場：結とぴあ 

   内容：①社会福祉の増進に対して功績のあった個人、団体の表彰 

      ②多額の寄付をいただいた個人、団体への感謝状の贈呈 

      ③福祉講演会の開催 

事 業 名 ４ つながりの輪づくり事業  

事業形態 福井県社協補助事業 

事 業 費 【予算１１０千円】 福井県社協補助金（９５％）、自主財源（５％） 

事業目的 
ボランティア活動を通じた地域のつながりの輪づくりを推進し、市民の主体的な参加によ

る地域福祉活動の強化を図る。 

事業内容 
 ボランティア活動の参加促進やボランティアセンターの充実を図る。 

   ・ホームページでのボランティア情報発信等 

事 業 名 ５ 「福祉共育」推進事業（新規） 

事業形態 福井県社協補助事業 

事 業 費 【予算１０５千円】 福井県社協補助金（９５％）、自主財源（５％） 

事業目的 

子どもが中心となり、地域の実情に応じた身近なテーマの下で、学校を含めた様々な関係

機関・団体及び地域住民等と共同してプログラムを企画・実施し、世代を問わず「共に生き

る力」の醸成につながる「福祉共育」を推進します。 

事業内容 
子どもが中心となり、学校、保護者、地域住民等が共同し、地域の福祉課題やニーズを反

映できるようプログラムを企画し、地域貢献活動を実施。 

事 業 名 ６ 生活支援体制整備事業（第１層）  

事業形態 大野市受託事業 

事 業 費 【予算１，９２４千円】 大野市受託金（８３％）、自主財源（１７％） 

事業目的 

新総合事業における生活支援等サービスの体制整備に向けて、住民ボランティア等多様な

主体による生活支援サービスの充実を図るとともに、地域における支え合いの体制づくりの

推進を図る。 
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事業内容 

高齢者の生活支援体制の整備を推進するために生活支援コーディネーターを配置し、ま

た、定期的な情報共有及び連携の場として「協議体」を運営する。 

(1) 第１層生活支援コーディネーターの配置 

  ・社会資源の開発 

・ネットワークの構築 

・ニーズと取り組みのマッチング 

(2) 推進会議の運営 

  ・結の心でつながる支え合いの地域づくり推進会議の開催（年４回） 

  ・コーディネーターの組織的な補完 

  ・実態調査等の結果から地域課題の洗い出しと整理 

  ・コーディネーターと推進メンバー等との情報の共有 

・企画、立案、方針施策を行う場としての機能 

(3)合同研修会の開催 

  第１層協議体及び第２層協議体の構成委員を対象に、地域ニーズとして取り上げられて 

いる課題をテーマに開催。 

事 業 名 ７ 生活支援体制整備事業（第２層） 

事業形態 大野市受託事業 

事 業 費 【予算４，０１６千円】 大野市受託金（４４％）、自主財源（５６％） 

事業目的 

新総合事業における生活支援等サービス体制整備として、陽明中学校区において、住民ボ

ランティア等多様な主体による生活支援サービスの充実を図るとともに、地域における支え

合いの体制づくりの推進を図る。 

事業内容 

高齢者の生活支援体制の整備を推進するために生活支援コーディネーターを配置し、ま

た、定期的な情報共有及び連携の場として「協議体」を運営する。 

第２層生活支援コーディネーターの配置 

  ・ニーズ把握と担い手の発掘 

・社会資源の開発 

・ニーズと取り組みのマッチング 

・第２層協議体の運営（乾側地区、大野地区、下庄地区） 

事 業 名 ８ 生活支援体制整備事業（第２層 乾側） 

事業形態 大野市受託事業 

事 業 費 【予算７２０千円】 大野市受託金（１００％） 

事業目的 

日常生活上の支援が必要な高齢者が、住み慣れた地域で生きがいを持って在宅生活を継続

していくために必要となる、多様な主体による多様な生活支援サービス・介護予防事業の提

供体制を構築するため、支援ニーズとサービスのコーディネート等を行い、サービスを提供

する事業主体と連携して、支援体制の充実・強化を図る。 

事業内容 

(1) 生活支援・介護予防サービスのコーディネート等に関する業務 

  ・生活支援・介護予防サービスの提供状況の把握及び創出 

・支援ニーズの把握 

・支援ニーズに即したサービス提供主体の紹介 

・関係者間のネットワークの構築 

(2) 第２層協議体の運営に関する業務 

(3) サービスの担い手となるボランティア等の養成に関する業務 等 
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事 業 名 ９ 生活支援体制整備事業（第２層 大野） 

事業形態 大野市受託事業 

事 業 費 【予算７２０千円】 大野市受託金（１００％） 

事業目的 

日常生活上の支援が必要な高齢者が、住み慣れた地域で生きがいを持って在宅生活を継続

していくために必要となる、多様な主体による多様な生活支援サービス・介護予防事業の提

供体制を構築するため、支援ニーズとサービスのコーディネート等を行い、サービスを提供

する事業主体と連携して、支援体制の充実・強化を図る。 

事業内容 

(1) 生活支援・介護予防サービスのコーディネート等に関する業務 

  ・生活支援・介護予防サービスの提供状況の把握及び創出 

・支援ニーズの把握 

・支援ニーズに即したサービス提供主体の紹介 

・関係者間のネットワークの構築 

(2) 第２層協議体の運営に関する業務 

(3) サービスの担い手となるボランティア等の養成に関する業務 等 

事 業 名 １０ 生活支援体制整備事業（第２層 下庄） 

事業形態 大野市受託事業 

事 業 費 【予算７２０千円】 大野市受託金（１００％） 

事業目的 

日常生活上の支援が必要な高齢者が、住み慣れた地域で生きがいを持って在宅生活を継続

していくために必要となる、多様な主体による多様な生活支援サービス・介護予防事業の提

供体制を構築するため、支援ニーズとサービスのコーディネート等を行い、サービスを提供

する事業主体と連携して、支援体制の充実・強化を図る。 

事業内容 

(1) 生活支援・介護予防サービスのコーディネート等に関する業務 

  ・生活支援・介護予防サービスの提供状況の把握及び創出 

・支援ニーズの把握 

・支援ニーズに即したサービス提供主体の紹介 

・関係者間のネットワークの構築 

(2) 第２層協議体の運営に関する業務 

(3) サービスの担い手となるボランティア等の養成に関する業務 等 

事 業 名 １１ 地域生活支援 在宅高齢者等配食サービス事業（新規） 

事業形態 大野市補助事業 

事 業 費 【予算２，４０５千円】 大野市補助金（３３％）、自主財源（６７％） 

事業目的 

食生活や健康に気がかりな在宅の高齢者や障がい者に対して、居宅への定期的な訪問によ

る配食サービスを行うことにより、適切な喫食の機会を確保し、在宅生活の支援に資するこ

とを目的とする。加えて、行政区内における民生児童委員等の連携による配食サービスを行

うことにより、地域の高齢者等の生活支援の一翼を担い、地域包括ケアシステムの構築に寄

与するものとする。 

事業内容 

食生活や健康に不安のあるひとり暮らし高齢者等へ安否確認を兼ねて民生児童委員や福 

祉委員等の協力を得て、月１回（ひとり暮らし高齢者配食サービスの経過措置者は月２回） 

の配食を行う。 

対象者：７０歳以上のひとり暮らし高齢者５０人、経過措置の方３０人、ともに７０歳以

上の二人暮らし高齢者５０人、障がい者５人、本協議会の会長が必要と認めるも

の５人 
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その他：配食ボランティアの育成と食中毒予防等の研修会を開催 

事 業 名 １２ ひとり暮らし高齢者のつどい事業  

事業形態 大野市補助事業 

事 業 費 【予算３４６千円】 大野市補助金（６２％）、自主財源（３８％） 

事業目的 
ひとり暮らし高齢者につどいの場を提供することにより、参加者同士の交流の輪をひろげ

るとともに、高齢者の孤立の防止やフレイル予防となるきっかけづくりを支援する。 

事業内容 

ひとり暮らし高齢者のつどい「かたらいの会」の開催 

  期日：令和５年１０月中旬 予定 

  会場：結とぴあ 

  内容：会食及び交流会 

  参加者：６５歳以上のひとり暮らし高齢者２００人、ボランティア２０人 

事 業 名 １３ 在宅介護支援センター事業  

事業形態 大野市受託事業 

事 業 費 【予算３，５７５千円】 大野市受託金（５３％）、自主財源（４７％） 

事業目的 

概ね６５歳以上の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者並びにその家族に

対し、在宅介護等に関する総合的な相談に応じる。 

また、保健・福祉サービスが総合的に受けられるように市等の関係機関、サービス実施機

関及び居宅介護支援事業所との連絡調整を行い、要援護高齢者、家族等の福祉の向上を図る。 

事業内容 

(1) 要援護高齢者等の心身状況、家族状況等の実態把握及び情報提供 

(2) 各種保健福祉サービス及び介護保険サービスの広報 

(3) 要援護高齢者等の在宅介護等に関する相談及び広報 

(4) 保健福祉サービスの利用申請手続きの受付 

(5) 地域住民から相談を受け、市包括支援センターにつなぐための窓口設置及び市地域包 

括支援センター業務の協力に関する事業の実施 

(6) 福祉用具と住宅改修に関する相談及び助言 

(7) 卒業サロンへの支援 

事 業 名 １４ 家族介護教室事業  

事業形態 大野市受託事業 

事 業 費 【予算３３６千円】 大野市受託金（９６％）、自主財源（４％） 

事業目的 
在宅介護支援センター事業の一つとして、高齢者を介護している家族の身体的、精神的負

担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続・向上を図る。 

事業内容 

 介護保険認定者家族を中心として、社協が担当している地域において、介護教室を開催。 

   対象地域：陽明中学校区、和泉中学校区（年３回 うち１回は和泉地区で開催予定） 

事 業 名 １５ 高齢者ふれあいサロン事業  

事業形態 大野市受託事業 

事 業 費 【予算７６６千円】 大野市受託金（９９％）、自主財源（１％） 

事業目的 
高齢者ふれあいサロンを開設し、相互のふれあいを通じて、高齢者の生きがいと社会参加

を促進することにより、社会的孤立感の解消や自立生活の支援及び介護予防を図る。 
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事業内容 

高齢者ふれあいサロンの開催 

概ね６５歳以上の高齢者を対象に、健康や福祉サービスの相談、情報交換会、食事会、

手芸講座等を公民館や地区の集落センターにおいて年１２回程度開催。 

開設箇所：１年目サロン無し 

２年目サロン２箇所（陽明町３丁目、春日２丁目西区） 

３年目サロン１箇所（中荒井町２丁目） 

利用者数：１サロン１回あたり平均１０人程度 

そ の 他：自主サロンのチラシ作成や印刷の支援 

事 業 名 １６ お出かけほっとサロン事業  

事業形態 大野市受託事業 

事 業 費 【予算１２，４１０千円】 大野市受託金（９９％）、自主財源（１％） 

事業目的 
市内の温浴施設において、高齢者等の交流活動を促進し、介護予防や閉じこもり予防及び

健康づくりを推進する。 

事業内容 

 市内温浴施設（あっ宝んど、うらら館、フレアール和泉、パークホテル九頭竜、）におい

て転倒予防・認知症予防のため、栄養改善指導や軽体操等をし、また昼食、入浴を通して交

流をする。 

 対 象 者：老人クラブ、障がい者団体 

 利用回数：１７０回 （１団体 年１０回） 

事 業 名 １７ 高齢者巡回ホームヘルパー派遣事業  

事業形態 大野市受託事業 

事 業 費 【予算３，８１６千円】 大野市受託金（６５％）、自主財源（３５％） 

事業目的 
ひとり暮らしや虚弱等の高齢者宅にホームヘルパーを派遣し、巡回相談を行うことによ

り、在宅での自立生活の助長と要介護状態への進行予防を図る。 

事業内容 
ホームヘルパーによる安否確認及び生活相談支援 

利用者：６５歳以上の高齢者またはひとり暮らしの虚弱高齢者 約３５人  

事 業 名 １８ ボランティア活動推進事業  

事業形態 大野市補助事業 

事 業 費 【予算１，６０９千円】 大野市補助金（５０％）、自主財源（５０％） 

事業目的 

ボランティア活動を推進するため、各種ボランティア養成講座を実施し、またボランティ

アに関する広報・啓発活動を拡充し、ボランティアの育成を図るとともに、大野市ボランテ

ィア活動ネットワークを核とした横の連携をボランティアセンター中心にして進める。 

事業内容 

(1) ボランティアセンター運営 

①ボランティア活動ネットワーク会議の開催（年１～２回） 

②ボランティアグループの育成及び組織化、グループ活動への支援 

③ボランティアセンターの利用促進 

新④ボランティアニーズ調査を反映した新規ボランティアの発掘及び広報 

(2) ボランティアの啓発・登録・斡旋 

  ①中高生のボランティアとの連携による若年層のボランティア活動の促進 

②大野市ボランティア活動ネットワークによるショッピングセンターでのボランティ 

ア啓発・広報活動 

 ③新規団体の発掘及び登録 

④社協だより、ホームページ、行事による広報、啓発 
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⑤ホームページ公開、リアルタイムな情報の発信 

⑥ボランティア紹介パネルの展示、団体紹介冊子作成配布 

⑦福祉ふれあいまつりや福祉体験授業を契機とするボランティア広報・募集 

⑧ボランティア保険への加入促進 

(3) ボランティア講座・研修会の開催 

  ①ボランティアスキルアップ講座の開催（年１回） 

  ②企業などを対象とした福祉講座の開催（随時） 

③ボランティア視察研修会の開催（年１回） 

④ボランティア情報交換会の開催（年１回） 

事 業 名 １９ 災害ボランティア活動推進事業  

事業形態 大野市受託事業 

事 業 費 【予算２０６千円】 大野市受託金（９７％）、自主財源（３％） 

事業目的 

大規模災害が発生した場合に、災害ボランティアの活動拠点となる「大野市災害ボランテ

ィアセンター」を核として的確な対策が図られるよう、平常時において構成団体等相互の連

携と協力関係の構築を図る。 

事業内容 

(1) 災害ボランティアセンター連絡協議会の開催（８月予定） 

(2) 大野市総合防災訓練への参加（１０月予定） 

(3) 災害ボランティアに関する研修の実施（１２月予定） 

(4) 郡上市災害ボランティアセンターとの平常時からの連携 

事 業 名 ２０ 障害者社会参加支援事業  

事業形態 大野市受託事業 

事 業 費 【予算１，６５８千円】 大野市受託金（１００％） 

事業目的 
障がいのある人も家庭や地域で通常の生活ができるようにする社会づくりの実現に向け

て、障がい者の需要に応じた事業を実施し、障がい者の自立と社会参加の促進を図る。 

事業内容 

(1) スポーツ・レクリェーション教室の開催 

  ①在宅の障がい者（児）やその家族を対象に教室を開催（年２回） 

(2) 点字・声の広報等発行 

  ①広報おおの、議会だより、社協だよりを音訳で情報提供（年１２回） 

  ②国の広報、本を点字で情報提供、点字はがきの作成（年１２回） 

(3) 奉仕員養成事業の開催 

 新①手話奉仕員養成講座（入門課程）（年２１回） 

  ②障がい者日常生活支援講座（年１回） 

(4) 福祉機器（車椅子、ベッド）の無料貸出 

 

事 業 名 ２１ 障害者相談支援事業  

事業形態 大野市受託事業 

事 業 費 【予算７，０２１千円】 大野市受託金（１００％） 

事業目的 

障がい児者や難病者等及びその家族を対象として、常勤の相談支援専門員を配置し、奥越

地区障害者自立支援協議会を中核として、関係市、地域の保健・医療・福祉・教育等のサー

ビス機関、就労支援機関等と綿密な連携を図り、利用者又はその家族の相談に応じ、利用者

が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように支援する。 
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事業内容 

(1) 相談支援 

  ①福祉サービスの利用援助（情報提供、相談等） 

  ②社会資源を活用するための支援（各種支援施策に関する助言、指導等） 

  ③社会生活力を高めるための支援（社会生活能力向上訓練（年５回）） 

  ④ピアカウンセリング 

  ⑤権利擁護のための必要な援助 

  ⑥専門機関の紹介 

  ⑦地域生活移行支援  

(2) その他 

奥越地区障害者自立支援協議会を全体会として、次の会議に参加 

①運営会議への参加 

②個別ケース会議への参加 

③各部会への参加 

④相談支援連絡会への参加  

事 業 名 ２２ 日常生活自立支援事業  

事業形態 福井県社協受託事業 

事 業 費 【予算４，００８千円】 福井県社協受託金（８２％）、自主財源（１８％） 

事業目的 

認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など判断能力の不十分な方（契約能力がある

方）が、地域で自立した生活を送ることができるよう福祉サービス利用援助等を行うことに

より、本人の権利擁護に資する。 

事業内容 

専門員、生活支援員で支援 

(1) 福祉サービスの利用援助 

(2) 日常的な金銭管理 

(3) 書類等の預かり 

  ・利用者４０人（うち生活保護１人含む） 

事 業 名 ２３ 法人後見事業 

事業形態 自主事業 

事 業 費 【予算１，４４４千円】 自主財源（１００％） 

事業目的 

認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など判断能力の不十分な方が、住み慣れた地

域で自立した生活を送ることができるように社会福祉法人として後見人等に受任し、本人の

権利擁護に資する。 

事業内容 

(1) 成年後見制度に関わること、後見人等申し立てにかかる相談等 

(2) 法人後見事業 

・現受任件数４件（うち被後見人１人、被保佐人２人、被補助人１人） 

・大野市社会福祉協議会生活あんしんセンター運営委員会及び大野市社会福祉協議会法

人後見受任審査会の運営 

・財産管理及び身上監護（本人に代わっての福祉サービスの契約等） 

事 業 名 ２４ 成年後見制度利用促進体制整備事業 

事業形態 大野市受託事業 

事 業 費 【予算１，８０１千円】 大野市受託金（１００％） 
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事業目的 

認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等により、判断能力が不十分な方への権利擁

護を尊重し擁護するため、これらの者の成年後見制度の円滑な利用を支援する中核機関を設

置、運営することにより、成年後見制度の利用促進を図り、もってこれらの者が住み慣れた

地域で安心して暮らせる環境を確保することを目的とする。 

事業内容 

(1) 広報活動 

  ・成年後見制度講座の開催（随時） 

  ・市民向け成年後見制度の講演会の開催（年１回） 

(2) 相談支援 

  ・常時窓口での相談対応 

・専門職（弁護士等）による相談窓口の開設（年６回） 

(3) その他 

・成年後見制度利用促進、申立手続き等の支援、協議会の設立  

事 業 名 ２５ 福祉資金貸付事業  

事業形態 福井県社協受託事業、自主事業 

事 業 費 【予算１，１４８千円】 福井県社協受託金（５７％）、自主財源（４３％） 

事業目的 

所得の少ない世帯、障がい者や介護を要する高齢者のいる世帯に対して、その世帯の生活

の安定と経済的自立を図ることを目的に資金（県社協の生活福祉資金）の貸付を行うほか、

生活保護世帯に準じた低所得世帯が不測の事態により緊急かつ一時的な援護を必要とする

理由が生じたとき、資金（本協議会の福祉資金）の貸付を行い、生活の安定を図る。 

事業内容 

(1) 県社協が実施する福祉資金貸付業務の相談及び受付 

  ・福祉資金（技能習得、出産・葬祭、住居移転、緊急小口資金等） 

  ・教育支援資金（高校、専門学校、短大、大学等に関する学費等） 

  ・総合支援資金（失業者等の生活再建に関する費用） 等 

(2) 当社協が実施する福祉資金貸付 

  ・福祉資金（最低生活費、生業費、教育費、医療費等） 

    １利用 ３０，０００円 

事 業 名 ２６ 新型コロナ特例貸付借受人生活支援事業（新規） 

事業形態 福井県社協受託事業 

事 業 費 【予算５，５０５千円】 福井県社協受託金（１００％） 

事業目的 

新型コロナ特例貸付については、令和５年１月から償還が開始され、償還免除の承認を受

けた方や償還が困難な方など、特に支援が必要と考えられる借受人に対して、フォローアッ

プ支援し、将来の安心と生活の安定を図る。 

事業内容 

「貸付に関する身近な相談窓口」としての適切な相談支援を行う。 

(1)借受人の生活課題の把握 

(2)償還に関する相談（償還猶予、少額返済等の助言） 

(3)償還免除、猶予申請手続きの支援、意見書の提出 

(4)償還困難な借受人に対するアウトリーチによる支援 

(5)生活再建に向けた支援制度・関係機関へのつなぎ 

(6)その他、地域における困窮世帯自立のための支援等 
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事 業 名 ２７ 共同募金配分金事業  

事業形態 自主事業 

事 業 費 【予算４，０６５千円】 大野市受託金（１９％）、自主財源（８１％） 

事業目的 
共同募金（赤い羽根共同募金、歳末たすけあい募金）に対する市民の理解を深めながら、

募金活動に努めるとともに、配分金を地域福祉の推進に有効に活用する。 

事業内容 

(1) 共同募金推進活動 

  大野市共同募金委員会へ協力し、募金活動の推進に努める。 

   ①戸別、法人募金等の依頼 

   ②街頭募金等の啓発活動の推進 

 

(2) 共同募金配分金事業 

  市民から寄せられた赤い羽根共同募金を地域の福祉活動に助成・還元する。 

①福祉教育推進事業････････････････････【６３０千円】 

   ・市内の小中学校に福祉学習費用の助成及び福祉体験教室の指導   

   ②障がい者ふれあい交流事業････････････【５３６千円】 

    ・バーベキュー等の実施 

   ③総合相談事業････････････････････････【８８０千円】 

    ・無料法律相談の実施（月２回） 

      第２・４木曜日 午後１時～４時 予約制 

    ・心配ごと相談の実施（月２回） 

      第２・４木曜日 午前９時～正午 

   ④広報活動事業････････････････････････【６９３千円】 

    ・社協だより発行（年３回） 

   ⑤元気なおおのっ子応援事業････････････【１００千円】 

    ・地域の子どもたちの放課後等の活動支援 

 

(3) 歳末たすけあい募金配分金事業 

  市内から寄せられた歳末たすけあい募金を地域の福祉活動に助成・還元する。 

①生きがいづくり奨励事業･･････････････【３２４千円】 

    ・各地区の老人クラブに対し、花壇や農園づくり等に要する経費を助成 

     １地区 36,000 円 ９地区 

②ひとり親家庭支援事業････････････････【１３０千円】 

    ・親子クリスマスケーキづくりとレクリェーションの開催 

③児童遊具修繕助成事業････････････････【 ９０千円】 

    ・児童遊具の修繕にかかる経費の１／２を、３万円を限度に助成 ３箇所予定 

   ④在宅障がい者介護用品支給事業････････【４６２千円】 

   ・在宅の障がい者に対して、オムツを月に９０枚限度に購入の１／２を助成 

⑤共同募金啓発事業････････････････････【２２０千円】 

・共同募金広報ページを社協だよりに掲載し、発行（年１回） 
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事 業 名 ２８ 障害者計画相談事業  

事業形態 自主事業 

事 業 費 【予算３，９８５千円】 自主財源（１００％） 

事業目的 

障がい者が障害福祉サービスを利用する前にサービス等利用計画書を作成し、一定期間ご

とにモニタリングを行う等の支援を行う。また障がい児が、通所支援を利用する前に障害福

祉サービス等利用計画についての相談や作成などを行い、障がい者の自立した生活を支え、

適切なサービス利用に向けて支援を行う。 

事業内容 

(1) 障がい者（児）の計画相談支援 

  ・福祉サービスを利用する際の利用計画書の作成支援 

  ・サービスの利用確認（モニタリング） 

(2) 基本相談支援 

  ・身体、知的、精神障がい者本人又は家族等からの相談に応じる 

(3) 障がい者の認定調査 

  ・市より障がい者認定調査の依頼を受けて調査を行う 

事 業 名 ２９ 障害者居宅介護サービス事業  

事業形態 自主事業 

事 業 費 【予算５，７４８千円】 自主財源（１００％） 

事業目的 

障がい者が居宅において日常生活を営むことができるよう、その障がい者の身体その他の

状況及びその置かれている環境に応じて、家事援助、身体介護、通院介助、行動援護、同行

援護、地域生活支援のサービスを提供する。 

事業内容 

 障害福祉サービス受給者証の交付を受けている身体障がい者、知的障がい者、精神障がい

者、障がい児の在宅や野外活動において下記の内容で支援する。 

(1) 家事援助（買い物、掃除、洗濯、整理整頓） 

(2) 身体介護（食事、入浴、清拭、排泄、更衣介助） 

(3) 通院介助（通院付き添い介助、乗降介助） 

(4) 行動援護（重度障がい者（知的障がい等）の方への付き添い介助） 

(5) 同行援護（視力障がい者の方への付き添い介助） 

(6) 地域生活支援（移動支援、外出支援） 

事 業 名 ３０ 放課後等デイサービス事業  

事業形態 自主事業 

事 業 費 【予算２８，０３１千円】 自主財源（１００％） 

事業目的 

学校通学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上

のための訓練等を継続的に提供することにより、障がい児の自立を促進するとともに放課後

等の居場所づくりを推進する。 

事業内容 

 障がい児を放課後及び長期休暇預かり、本人の健康状態を確認しながら社会適応能力向上

のための指導や、遊び支援をする。 

  定員：１０人 

  内容：本人の放課後見守り支援及び保護者の就労環境支援 
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事 業 名 ３１ 居宅介護支援事業  

事業形態 自主事業 

事 業 費 【予算２８，５４２千円】 自主財源（１００％） 

事業目的 

居宅要介護者等が居宅サービス等を適切に利用することができるようその依頼に基づき、

居宅サービス計画書の作成、介護相談、事業者との連絡調整等の適切な居宅介護支援を提供

する。 

事業内容 

(1) ケアマネジメントの実施 

  ケアマネジャーが利用者の依頼に基づいて家庭を訪問し、心身の状態や生活の状況全般 

を把握し、生活上のニーズを明らかにする。明らかになった生活ニーズを解決するため本 

人の同意を得て居宅介護サービス計画（ケアプラン）を作成し、サービスの調整を行う。 

またサービスの実施状況を定期的にモニタリングし、ニーズとの適合性を把握する。 

その後、必要に応じてサービス計画の変更や、サービスの再調整を行い、地域での継続 

 的な生活を支援する。 

(2) 介護予防ケアマネジメント業務の受託 

  必要に応じて、市地域包括支援センターより介護予防ケアマネジメント業務を受託し、 

事業対象者・要支援者の予防サービス計画を作成し、地域で自立した生活が継続できる 

ように支援する。 

事 業 名 ３２ 訪問介護事業  

事業形態 自主事業 

事 業 費 【予算２１，９０５千円】 自主財源（１００％） 

事業目的 

介護保険サービス利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り自立した生活を営むこと

ができるよう、利用者の選択によりホームヘルパーが食事介助・入浴介助・排泄等の身体介

護や、買い物・掃除・洗濯等の生活援助を提供する。 

事業内容 

(1) 訪問介護計画の作成 

  ・居宅サービス計画に基づいて、訪問介護利用者の訪問介護計画を作成する。    

(2) 訪問介護サービスの提供 

  ・訪問介護員により、訪問介護サービス（身体介護、家事援助）を提供する。 

(3) 他事業所、専門機関との連携 

  ・利用者の支援に関わる他の事業所、専門機関と連携し、適切な役割分担と協働に 

よって利用者の在宅生活を支援する。 

事 業 名 ３３ 和泉通所介護事業  

事業形態 自主事業  

事 業 費 【予算２９，７８５千円】 自主財源（１００％） 

事業目的 

要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に自立した日常生活を営むことがで

きるよう必要な日常生活上の介護及びレクリェーションを行うことにより、利用者の社会的

孤立感の解消及び心身の維持並びに利用者家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。 

事業内容 

 和泉デイサービスセンターで、介護の必要な高齢者に入浴や機能訓練等の各種サービスを

提供し、高齢者の心身機能の向上に努める。 

定員：１８人  

内容：健康チェック、食事の提供及び介助、入浴介助、機能訓練指導、生活指導及び相談、

送迎 
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事 業 名 ３４ 天神通所介護事業  

事業形態 自主事業 

事 業 費 【予算７３，２６０千円】 自主財源（１００％） 

事業目的 

要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に自立した日常生活を営むことがで

きるよう必要な日常生活上の介護及びレクリェーションを行うことにより利用者の社会的

孤立感の解消及び心身の維持並びに利用者家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。 

事業内容 

 天神デイサービスセンターで、介護の必要な高齢者に入浴や機能訓練等の各種サービスを

提供し、高齢者の心身機能の向上に努める。 

定員：３０人 

内容：健康チェック、食事の提供及び介助、入浴介助、機能訓練指導、生活指導及び相談、

送迎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉協議会のシンボルマーク 

 

  このマークは、全国共通の社会福祉協議会のシンボルマークです。 

  社会福祉及び社会福祉協議会の「社」を図案化し、「手をとりあって、明るいしあわせ

な社会を建設する姿」を表現しています。 


